
○ 伊 那 市体 育 施 設 設 置 補 助金 交 付 要 綱  

平 成 18 年 3 月 31 日  

告 示 第 166 号  

(趣 旨 ) 

第 1 条  こ の 告 示 は 、 地 域住 民 の ス ポ ー ツ 振興 を 図 る た め 、 地域

自 治 団 体が 行 う 体 育 施 設 の設 置 事 業 に 対 し 、予 算 の 範 囲 内 で 補助

金 を 交 付す る こ と に 関 し 、伊 那 市 補 助 金 等 交付 規 則 (平 成 18 年 伊

那 市 規 則 第 35 号 )に 定 め るも の の ほ か 、 必 要な 事 項 を 定 め る もの

と す る 。  

(補 助 対 象 施 設 ) 

第 2 条  補 助 金 の 交 付 対 象と な る 施 設 は 、次 に 掲 げる も の と する 。 

(1) 運 動 広 場 (競 技 場 面 積 456 平 方 メ ー ト ル以 上 ) 

(2) 市 長 が 認 め る 体 育 施設 及 び 附 属 施 設  

(補 助 対 象 経 費 ) 

第 3 条  補 助 金 の 交 付 対 象と な る 経 費 は 、 施設 の 新 設 、 増 設 、改

築 及 び 改造 工 事 費 で 次 に 掲げ る も の と す る 。  

(1) 本 体 工 事 費  

(2) バ ッ ク ネ ッ ト 工 事 費  

(3) 外 棚 工 事 費  

(4) 夜 間 照 明 施 設 工 事 費  

(5) 附 属 施 設 (更 衣 室 、 便所 、 器 具 置 場 等 )の 工 事 費  

(6) 給 排 水 工 事 費  

(7) 市 長 が 認 め る 工 事 費  

(補 助 率 ) 

第 4 条  補 助 率 は 、工 事 費 が 100 万 円 以 下 の部 分 に つ い て は 40 パ

ー セ ン ト以 内 、100 万円 を 超 え る 部 分 に つ いて は 20 パ ー セ ント 以

内 と し 、補 助 金 の 合 計 額 は、 220 万 円 を 限 度と す る 。  

2 前 項 の 工 事 費 は 、 市 の実 施 設 計 単 価 に 基づ き 評 価 し た 工 事費 と

す る 。  

(適 用 除 外 ) 

第 5 条  前 3 条 の 規 定 に かか わ ら ず 、 次 の 各号 の い ず れ か に 該当

す る も のに つ い て は 、 補 助金 の 交 付 の 対 象 とし な い 。  

(1) 工 事 費 が 10 万 円 以 下の も の  

(2) 地 域 自 治 団 体 が、第 2 条に 定 め る 施 設の 補 助 金 の 交 付 を受 け 、

交 付 の 日か ら 起 算 し て 5 年を 経 過 し な い も の  

(補 助 金 の 調 整 ) 

第 6 条  国 、県 等 か ら 補 助金 等 を 受 け て 設 置す る 場 合 の 補 助 金は 、

第 4 条 の補 助 額 か ら 国 、 県等 か ら 受 け た 補 助等 の 額 を 控 除 し た額

と す る 。  



附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 告 示 は 、 平 成 18 年 3 月 31 日 か ら 施行 す る 。  

(経 過 措 置 ) 

2 こ の 告 示 の 施 行 の 日 (以 下 「 施 行 日 」 とい う 。 )の 前 日 まで に 、

合 併 前 の伊 那 市 体 育 施 設 設置 補 助 金 交 付 要 綱 (昭 和 50 年 伊 那 市告

示 第 42 号 。 以 下 「 合 併 前の 告 示 」 と い う 。 )の 規 定 に よ り なさ れ

た 決 定 、手 続 そ の 他 の 行 為は 、 こ の 告 示 の 相当 規 定 に よ り な され

た も の とみ な す 。  

3 第 5 条 第 2 号 の 規 定 は、 施 行 日 の 前 日 まで に 、 合 併 前 の 告示 の

規 定 に より 補 助 金 の 交 付 を受 け て い る 場 合 は、 そ の 交 付 の 日 から

通 算 す る。  

前  文 (抄 )(平 成 19 年 4 月 16 日 告 示 第 136 号 ) 

平 成 19 年 度 の 補 助 金 か ら適 用 し ま す 。   


